
（１） ２０１９年（令和元年）１０月１日 第１９号  

  

東
教
育
財
団
で
は
、
基
本
財
産
二
十

一
億
七
千
万
円
を
国
債
と
地
方
債
で
運

用
し
、
公
益
認
定
を
受
け
て
公
益
財
団

法
人
と
し
て
再
出
発
し
た
平
成
二
十
三

年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度
ま
で
の
六

年
間
は
、
毎
年
約
三
千
八
百
万
円
の
運

用
収
益
（
平
均
運
用
利
回
り
一
・
七

六
％
）
を
確
保
で
き
た
の
で
、
平
成
二

十
八
年
度
ま
で
の
六
年
間
の
事
業
計
画

及
び
予
算
は
毎
年
度
ほ
ぼ
前
年
度
並
み

の
内
容
で
あ
っ
た
。 

と
こ
ろ
が
、
国
で
は
長
引
く
経
済
不

況
を
克
服
す
る
た
め
、
大
幅
な
金
融
緩

和
を
進
め
、
超
低
金
利
政
策
（
平
成
二

十
八
年
二
月
か
ら
「
マ
イ
ナ
ス
金
利
」

政
策
）
を
採
り
入
れ
て
い
る
。
そ
の
た

め
、
多
く
の
財
団
が
運
用
収
益
減
を
招

き
、
財
政
基
盤
を
弱
体
化
さ
せ
て
い
る
。 

   

当
財
団
も
、
平
成
二
十
九
年
度
以
降 

               

   

  

に
満
期
償
還
を
迎
え
る
国
債
・
地
方
債

を
保
有
し
て
お
り
、
平
成
二
十
九
年
度

以
降
運
用
収
益
の
減
少
が
避
け
ら
れ

な
い
状
況
に
あ
る
。 

そ
こ
で
、
平
成
二
十
八
年
七
月
「
資 

金
運
用
及
び
助
成
事
業
検
討
委
員
会
」 

を
設
置
し
、
超
低
金
利
状
況
下
で
の
資

金
運
用
の
あ
り
方
、
並
び
に
、
運
用
収

益
減
に
伴
う
助
成
事
業
の
あ
り
方
を

検
討
し
て
き
た
。 

   

平
成
二
十
九
年
六
月
満
期
償
還
と

な
っ
た
地
方
債
（
額
面
五
億
円 

利
率

一
・
九
〇
％
）
の
償
還
後
の
運
用
を
、

現
下
の
債
券
金
利
状
況
を
勘
案
し
て
、

当
面
、
銀
行
に
定
期
預
金
し
、
債
券
市

場
を
見
守
る
こ
と
と
し
た
た
め
、
平
成

二
十
九
年
度
の
運
用
収
益
は
前
年
度

比
で
約
六
四
〇
万
円
の
減
と
な
っ
た
。 

そ
こ
で
、
平
成
二
十
九
年
度
の
助
成 

事
業
は
、
対
象
事
業
及
び
対
象
団
体
は 

前
年
度
と
同
様
と
し
た
が
、
助
成
額
に 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

    

つ
い
て
は
前
年
度
助
成
額
か
ら
概
ね
。 

   

平
成
三
十
年
度
中
に
満
期
償
還
と
な

る
国
債
・
地
方
債
は
な
か
っ
た
が
、
平

成
二
十
九
年
六
月
満
期
償
還
と
な
っ
た

地
方
債
の
運
用
を
引
き
続
き
銀
行
に
定

期
預
金
し
、
債
券
市
場
を
見
守
る
こ
と

と
し
た
た
め
、
平
成
三
十
年
度
の
運
用

収
益
は
、
平
成
二
十
九
年
度
の
収
入
と

な
っ
た
同
地
方
債
の
経
過
利
息
（
九
五

〇
万
円―

六
四
〇
万
円
＝
）
三
一
〇
万

円
が
前
年
度
比
で
減
と
な
っ
た
。 

そ
こ
で
、
平
成
三
十
年
度
の
助
成
事

業
は
、
対
象
事
業
及
び
対
象
団
体
は
前

年
度
と
同
様
と
し
た
が
、
助
成
額
に
つ

い
て
は
、
平
成
二
十
九
年
度
助
成
額
か

ら
学
校
教
育
で
約
三
割
、
社
会
教
育
で

約
二
・
五
割
、
計
三
一
〇
万
円
を
減
額

し
た
基
準
で
助
成
す
る
こ
と
と
し
た
。 

 

    
令
和
元
年
十
一
月
、
保
有
す
る
地
方

債
（
額
面
二
億
円 

利
率
一
・
五
八
％
） 

が
満
期
償
還
と
な
る
が
、
当
該
債
券
の 

収
益
金
は
償
還
日
ま
で
に
年
間
収
益
金 

を
確
保
で
き
、
平
成
三
十
一
（
令
和
元
） 

     

    

年
度
収
益
金
は
全
体
で
前
年
度
収
益

三
十
一
（
令
和
元
）
年
度
の
助
成
基

準
・
助
成
額
は
平
成
三
十
年
度
と
同
様

と
し
た
。 

               

財
団
が
保
有
す
る
国
債
・
地
方
債

で
、
令
和
元
年
度
以
降
に
満
期
償
還
と

な
る
の
は
、
①
令
和
元
年
十
一
月―

地

方
債
（
額
面
二
億
円 

利
率
一
・
五

八
％
）
②
令
和
四
年
十
二
月―

国
債

（
額
面
三
億
円 

利
率
一
・
四
〇
％
）

③
令
和
七
年
六
月―

国
債
（
額
面
十
億 

円 

利
率
一
・
九
〇
％
）
④
令
和
十
五 

年
三
月―

国
債
（
額
面
一
億
円 

利
率 

一
・
六
〇
％
）
と
続
く
が
、
現
下
の
超 

          

 

 

平
成
三
十
年
度 

事
業
計
画
及
び
収
支
予
算 

平
成
三
十
一
（
令
和
元
）
年
度 

事
業
計
画
及
び
収
支
予
算 

資
金
運
用
及
び
助
成
事
業 

検
討
委
員
会
の
開
催 

（九月四日開催の検討委員会会議風景） 
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東
教
育
財
団
だ
よ
り 

 

資
金
運
用
及
び
助
成
事
業 

検
討
委
員
会
の
設
置 

財
政
基
盤
の
弱
体
化 

平
成
二
十
九
年
度 

事
業
計
画
及
び
収
支
予
算 

つ
い
て
は
前
年
度
助
成
額
か
ら
概
ね
三

割
を
減
じ
た
額
と
し
た
。 

年
度
収
益
金
は
全
体
で
前
年
度
収
益

額
を
下
回
る
こ
と
は
な
い
の
で
、
平
成 



 
  （２） 

 

低
金
利
状
況
か
ら
の
脱
却
を
見
通
す
こ 

と
が
で
き
な
い
。 

 
そ
こ
で
、
令
和
元
年
九
月
四
日
、
標 

題
検
討
委
員
会
を
開
催
し
、
東
教
育
財 

団
の
基
盤
確
保
の
対
応
策
樹
立
を
目
指 

し
、
次
の
事
項
を
検
討
し
た
。 

（
一
） 

収
益
減
下
に
お
け
る
公
益
事
業 

の
あ
り
方 

（
二
） 

右
記
の
公
益
事
業
に
要
す
る
財 

源
の
確
保 

ア  

基
本
財
産
の
一
部
取
崩
し
の
是
非 

 

イ  

基
本
財
産
の
運
用
の
弾
力
化 

 

ウ 

経
常
経
費
の
削
減 

 

【
収
益
減
下
に
お
け
る 

助
成
事
業
の
あ
り
方
】 

令
和
二
年
度
中
に
満
期
償
還
と
な
る 

国
債
・
地
方
債
は
な
い
が
、
令
和
元
年 

十
一
月
満
期
償
還
と
な
る
地
方
債
の
償 

還
後
の
運
用
を
引
き
続
き
銀
行
に
定
期 

預
金
し
、
債
券
市
場
を
見
守
る
こ
と
と 

す
れ
ば
、
令
和
二
年
度
の
運
用
収
益
は
、 

前
年
度
比
で
三
一
六
万
円
（
＝
二
億
円 

×

一
・
五
八
％
）
の
減
と
な
り
、
こ
れ 

ま
で
の
経
緯
か
ら
す
る
と
、
令
和
二
年 

度
の
助
成
事
業
は
、
対
象
事
業
・
対
象 

団
体
を
従
前
と
同
様
と
す
れ
ば
、
助
成 

額
を
令
和
元
年
度
助
成
額
か
ら
三
一
六 

 

        

   

 

万
円
減
じ
る
必
要
が
あ
る
。 

 

し
か
し
、
現
下
の
超
低
金
利
状
況
か

ら
の
脱
却
が
見
通
せ
な
い
中
、
令
和
四

年
十
二
月―

国
債
（
額
面
三
億
円 

利

率
一
・
四
〇
％
）、
令
和
七
年
六
月―

国

債
（
額
面
十
億
円 

利
率
一
・
九
〇
％
）

が
満
期
償
還
と
な
り
、
基
本
財
産
の
運

用
収
益
の
大
幅
減
収
が
見
込
ま
れ
、
こ

れ
ま
で
通
り
運
用
収
益
の
減
に
応
じ
助

成
額
を
減
じ
る
こ
と
を
続
け
れ
ば
、
財

団
の
目
的
・
事
業
の
達
成
が
不
十
分
と

な
り
、
公
益
財
団
法
人
と
し
て
存
続
す

る
こ
と
の
意
義
を
問
わ
れ
る
こ
と
と
な

る
。 

 

そ
こ
で
、
令
和
二
年
度
以
降
の
助
成

事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
年
度
の
運
用

収
益
が
減
じ
て
も
、
対
象
事
業
・
対
象

団
体
は
従
前
と
同
様
と
し
、
助
成
基
準 

及
び
助
成
額
を
次
の
通
り
と
す
る
。 

学
校
教
育
事
業
助
成 

・
幼
稚
園
（
六
園×

二
〇
万
円
） 

一
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

・
小
学
校
（
七
校×

三
〇
万
円
） 

二
、
一
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

・
中
学
校
（
三
校×

四
〇
万
円
） 

 

一
、
二
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

計 

四
、
五
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

            【
資
金
運
用
】 

○ 

資
金
運
用
規
程
第
四
条
「
そ
の
時
点

で
最
善
と
考
え
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
運

用
す
る
。」 

○ 

自
主
運
用―

現
下
の
債
券
金
利
状

況
か
ら
す
る
と
、
一
％
以
上
の
収
益
を 

  

【
資
金
運
用
】 

○ 

資
金
運
用
規
程
第
四
条
「
そ
の
時
点

で
最
善
と
考
え
ら
れ
る
方
法
に
よ
り
運

用
す
る
。」 

    

   

 

社
会
教
育
事
業
助
成 

・
社
会
教
育
（
一
事
業
二
五
～
四
〇
万
円
の

範
囲
一
〇
事
業
ま
で
） 

三
、
〇
五
〇
、
〇
〇
〇
円 

・
生
涯
学
習
（
一
事
業
一
〇
万
円
限
度 

八

事
業
ま
で
） 

 

七
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

計 

三
、
七
五
〇
、
〇
〇
〇
円 

地
域
文
化
事
業
助
成 

・
地
域
文
化
（
一
事
業
一
五
万
円
限
度 

二 

〇
事
業
程
度
）  

 

三
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

・
ま
ち
づ
く
り
（
五
地
域×

四
〇
万
円
） 

二
、
〇
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

計 

五
、
三
〇
〇
、
〇
〇
〇
円 

合
計
一
三
、
五
五
〇
、
〇
〇
〇
円 

＊ 
 

対
象
事
業
・
対
象
団
体
は
、
従
前

（
平
成
二
十
八
年
度
改
訂
）
と
同
様
と      

 

す
る
が
、
そ
の
事
業
が
助
成
す
る
に
相 

 

応
し
い
（
教
育
の
育
成
や
地
域
文
化
の  

 

振
興
に
資
す
る
）
事
業
か
ど
う
か
の
審  

 

査
を
適
切
に
行
う
。 

【
令
和
二
年
度
以
降
の
公
益 

事
業
に
要
す
る
財
源
の
確
保
】 

令
和
二
年
度
以
降
の
助
成
事
業
の
助

成
基
準
及
び
助
成
額
を
右
の
通
り
と
す

る
の
に
必
要
と
な
る
財
源
を
確
保
す
る

た
め
、
次
の
こ
と
を
検
討
す
る
。 

 

    

（
一
）
基
本
財
産
の
一
部
取
崩
し
の
是
非 

 
 

現
下
の
超
低
金
利
状
況
が
続
い
て

も
、
平
成
二
十
九
年
六
月
満
期
償
還
と

な
っ
た
地
方
債
（
額
面
五
億
円 

利
率

一
・
九
〇
％
）
の
満
期
後
の
運
用
を
銀

行
の
定
期
預
金
か
ら
、
平
成
三
十
年
十

月
「
高
速
道
路
保
有
・
債
務
返
済
機
構

債
券
」（
額
面
五
億
円 

利
率
一
・
〇
四

九
％
）
で
の
運
用
に
切
替
え
た
の
で
、

令
和
四
年
度
ま
で
は
上
記
の
助
成
基

準
・
助
成
額
で
助
成
事
業
を
継
続
で
き

る
が
、
令
和
五
年
度
以
降
は
財
源
不
足

に
陥
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。 

 

そ
こ
で
、
公
益
財
団
法
人
と
し
て
存
続 

す
る
た
め
、
限
度
額
（
最
大
一
億
七
千

万
円
）
を
定
め
、
基
本
財
産
の
一
部
取

崩
し
を
検
討
す
る
。
具
体
的
に
は
、
財

源
不
足
に
陥
る
年
度
毎
に
最
低
必
要
額

を
理
事
会
及
び
評
議
員
会
の
承
認
を
得

て
取
崩
す
。 

（
二
）
基
本
財
産
の
運
用
の
弾
力
化 

基
本
財
産
の
運
用
は
、
安
全
・
確
実

な
方
法
、
即
ち
元
本
回
収
の
確
実
性
に

留
意
す
る
ほ
か
、
相
応
の
運
用
益
が
得

ら
れ
る
方
法
で
行
う
必
要
が
あ
り
、
運 

用
の
対
象
、
運
用
債
券
の
信
用
格
付
等 

 

に
つ
い
て
、
予
め
理
事
会
及
び
評
議
員 

                                    

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



（スポーツカーニバル風景） 

（音楽家との触れ合い風景） 

（コーラスの練習風景） 

（クラフト体験風景） 

   
 

（３）  

会
の
承
認
を
得
て
弾
力
化
を
図
る
。 

（
三
）
経
常
経
費
の
削
減 

一
般
事
務
管
理
費
に
つ
い
て
は
節
減 

に
つ
と
め
て
い
る
が
、
こ
の
際
、
更
に 

次
の
経
費
の
削
減
を
検
討
す
る
。 

 
 

会
議
費(

食
糧
費
）、
役
員
賠
償
責
任 

保
険
料
等 

 

平
成
三
十
年
度
に
助
成
し
た
事
業
の 

 

具
体
例
を
紹
介
し
ま
す
。 

○ 

学
校
教
育
事
業
助
成 

《 

多
文
化
共
生
を
め
ざ
す 

 
 
 
 
 
 
 
 

学
校
つ
く
り
事
業 

》 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                  

  

外
国
に
ル
ー
ツ
の
あ
る
児
童
が
多
く 

在
籍
す
る
南
小
学
校
で
は
、
国
際
理
解 

教
育
学
習
と
地
域
学
習
の
二
つ
を
大
き 

な
柱
と
し
て
、
Ｅ
Ｓ
Ｄ
（
持
続
可
能
な 

開
発
の
た
め
の
教
育
）
の
教
育
・
実
践 

を
進
め
て
い
る
。 

平
成
三
十
年
度
は
、
次
の
取
組
み
を 

行
っ
た
。
①
「
文
化
の
森
」
の
実
践
～ 

音
楽
家
と
の
触
れ
合
い
・
交
流 

 

② 

「
主
体
的
・
対
話
的
で
深
い
学
び
」
の 

実
践  

③
「
平
和
教
育
」
の
推
進
～
広 

島
へ
修
学
旅
行 

（
助
成
額
三
十
万
円
） 

○ 
社
会
教
育
事
業
助
成 

《 
体
育
・
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン 

 
 
 
 
 
 
 
 

普
及
推
進
事
業 

》 

              
 

中
央
区
体
育
厚
生
協
会
で
は
、
ソ
フ 

  

ト
ボ
ー
ル
大
会
、
軟
式
野
球
大
会
、
バ 

レ
ー
ボ
ー
ル
大
会
、
卓
球
大
会
、
ゴ
ル 

フ
大
会
、
ス
ポ
ー
ツ
カ
ー
ニ
バ
ル
、
フ 

ァ
ミ
リ
ー
ジ
ョ
ギ
ン
グ
大
会
を
開
催
し
、

ま
た
、
夏
休
み
期
間
中
に
小
学
校
単
位 

で
ラ
ジ
オ
体
操
を
行
う
こ
と
で
、
区
内 

の
ス
ポ
ー
ツ
と
レ
ク
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の 

普
及
推
進
を
図
っ
た
。 

（
助
成
額
四
十
万
円
） 

○ 

生
涯
学
習
事
業
助
成 

《 

生
涯
学
習
ル
ー
ム
事
業 

》 

        
開
平
小
の
児
童
・
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
地
域
住

民
に
地
域
を
知
る
機
会
や
身
体
を
動
か

す
機
会
（
歌
を
歌
う
・
作
品
を
つ
く
る 

等
）
を
設
け
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
へ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

の
愛
着
を
深
め
、
健
康
で
豊
か
な
生
活
を

送
る
一
助
と
な
る
こ
と
を
願
う
と
と
も

に
、
関
わ
る
多
世
代
の
交
流
に
よ
り
、
地

域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
づ
く
り
に
貢
献
し
た
。 

（
助
成
額
十
万
円
） 

 
 
 
 
 
                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○ 

地
域
文
化
事
業
助
成 

《 

あ
っ
た
か
ま
ち
祭
り 

》 

北
大
江
あ
っ
た
か
ま
ち
祭
り
実
行
委

員
会
で
は
、
都
心
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核

で
あ
り
、
一
時
避
難
所
で
あ
る
北
大
江
公

園
に
お
い
て
、
文
化
的
な
魅
力
行
事
や
防

災
行
事
（
あ
っ
た
か
ま
ち
祭
り
）
を
開
催

し
、
地
域
へ
の
興
味
や
愛
着
を
深
め
る
と

と
も
に
、
地
域
の
災
害
に
対
す
る
備
え
を

充
実
さ
せ
た
。 

 

（
助
成
額
十
五
万
円
） 

                 

助
成
事
業
の
紹
介 

（大槻能楽堂にて太鼓体験） 



                             

  （４） 

 

      

江
戸
時
代
、
天
下
の
台
所
と
い
わ
れ
た

大
坂
の
料
理
屋
は
、
商
家
の
旦
那
が
自
ら

楽
し
む
と
い
う
よ
り
、
商
売
の
た
め
に
使

う
と
こ
ろ
と
い
う
趣
が
強
く
、
大
坂
の
食

は
商
談
で
相
手
を
も
て
な
す
贅
を
尽
く

し
た
高
級
な
も
の
と
し
て
発
展
し
て
き

た
面
が
あ
る
が
、
そ
の
一
方
で
、
商
人
の

ま
ち
と
し
て
始
末
（
倹
約
）
の
精
神
を
反

映
し
た
質
素
な
日
常
の
食
と
し
て
発
展

し
て
き
た
面
も
併
せ
持
っ
て
い
る
。 

後
者
の
面
か
ら
い
え
ば
、
食
い
だ
お
れ

は
「
食
い
た
お
す
」（
骨
ま
で
食
い
尽
す

＝
一
つ
の
材
料
を
無
駄
な
く
使
い
切
る
）

始
末
（
倹
約
）
の
精
神
を
表
し
た
こ
と
ば

で
あ
り
、
そ
の
典
型
を
『
船
場
汁
』
に
み

る
こ
と
が
で
き
、
京
の
着
だ
お
れ
が
一
枚

の
着
物
を
す
り
切
れ
る
ま
で
「
着
た
お

す
」
と
の
倹
約
の
心
の
表
現
を
含
ん
で
お

り
、
京
か
ら
学
ん
だ
も
の
で
あ
る
。 

昨
今
、
大
阪
の
食
と
い
え
ば
、
お
好
み 

焼
き
や
た
こ
や
き
な
ど
所
謂
『
粉
も
ん
』

が
そ
の
代
表
の
ご
と
く
取
り
上
げ
ら
れ
、

ま
た
、
何
を
食
べ
て
も
旨
く
て
安
い
と
喧 

 

   

 伝
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
余
り
に
も
大

衆
性
の
み
が
強
調
さ
れ
過
ぎ
て
い
る
の

が
気
に
な
る
。 

東
京
に
比
べ
る
と
土
着
の
人
が
多
い

大
阪
は
、「
舌
三
代
」
の
土
着
の
大
阪
人

も
多
く
、
食
に
関
心
が
強
く
、
自
分
の

舌
に
自
信
を
持
ち
、こ
だ
わ
り
を
持
つ
。

特
に
、
コ
ス
ト
・
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に

こ
だ
わ
る
。
高
く
て
旨
い
の
は
当
た
り

前
、
値
段
と
味
の
バ
ラ
ン
ス
を
ト
コ
ト

ン
追
求
す
る
。 

評
論
家
の
大
宅
壮
一
氏
は
、
大
阪
人

の
気
質
の
一
つ
と
し
て
「
味
覚
が
発
達

し
て
お
り
、
食
べ
物
に
対
す
る
こ
だ
わ

り
が
強
い
こ
と
」
を
挙
げ
、
こ
の
点
も

「
華
僑
と
相
通
じ
る
」
と
す
る
。 

        

と
こ
ろ
で
、「
舌
三
代
」
は
、
舌
は
三

代
続
か
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。
味
覚
を

知
る
に
は
そ
れ
く
ら
い
の
年
月
を
必
要

と
す
る
、
と
い
う
意
味
の
中
国
の
諺
で 

あ
る
。
正
し
く
は
「
目
は
一
代
、
耳
は 

                

   

 二
代
、
舌
は
三
代
」
で
あ
り
、
次
の
よ

う
に
説
明
さ
れ
る
。 

「
美
し
い
も
の
を
見
る
目
（
感
覚
ば
か

り
で
な
く
感
性
も
含
む
）
は
本
人
の
日

頃
の
習
慣
や
努
力
で
成
し
得
る
。
し
か

し
、
良
い
音
（
音
楽
を
含
む
）
を
聴
け

る
よ
う
に
な
る
に
は
本
人
も
さ
る
こ
と

な
が
ら
、
子
ど
も
の
頃
か
ら
の
親
の
指

導
や
習
慣
も
影
響
す
る
。
さ
ら
に
、
美

味
し
い
も
の
を
味
わ
う
感
覚
に
な
る

と
、
祖
父
母
の
代
か
ら
味
わ
い
楽
し
む

生
活
を
し
て
い
な
い
と
い
け
な
い
。」 

一
代
と
二
代
は
違
う
が
、
三
代
が
よ
く

似
た
こ
と
ば
に
「
財
は
一
代
、
衣
は
二

代
、
食
は
三
代
」
が
あ
る
。 

「
財
は
一
代
」
は
、「
一
代
で
財
を
成

し
た
」
と
い
う
こ
と
を
聞
い
た
こ
と
が

あ
り
、
腑
に
落
ち
る
。 

「
衣
は
二
代
」
は
分
か
ら
な
い
の
で
調

べ
た
ら
「
上
質
の
衣
は
親
か
ら
子
に
譲

ら
れ
る
」
の
意
だ
と
い
う
。
そ
う
い
え

ば
、
筆
者
も
親
父
の
和
服
を
仕
立
て
直

し
て
も
ら
っ
て
着
て
い
た
こ
と
が
あ

る
。 話

は
脱
線
す
る
が
、
大
相
撲
で
横
綱

が
平
幕
に
敗
け
る
と
座
布
団
が
飛
び
、

「
危
険
で
す
か
ら
投
げ
な
い
で
下
さ
い
」

と
ア
ナ
ウ
ン
ス
さ
れ
る
。
だ
が
、
本
来 

（
昔
）
は
座
布
団
で
は
な
く
、
着
て
い
る

羽 

       
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 羽
織
を
投
げ
、
抗
議
の
「
横
綱 

何
や
っ

て
ん
ね
ん
」
で
は
な
く
「
平
幕
よ
く
や
っ

た
」
の
意
味
だ
っ
た
ら
し
い
。 

羽
織
は
紋
入
り
で
誂
え
だ
か
ら
、
誰
の

羽
織
か
分
か
る
。
返
し
に
行
く
と
「
お
ぉ

す
ま
ん
。
こ
れ
祝
儀
や
」
と
い
く
ら
か
の

金
を
渡
し
た
ら
し
い
。 

話
を
戻
し
て
「
食
は
三
代
」
に
移
る
。 

そ
の
意
味
は
「
味
覚
は
三
代
か
け
な
い
と

で
き
な
い
」
で
あ
り
、「
舌
は
三
代
」
と
同

じ
で
あ
る
。 

多
田
道
太
郎
先
生
は
、
舌
三
代
を
「
人 

間
の
身
体
の
中
に
味
の
判
断
基
準
に
な
る

も
の
が
生
ま
れ
た
時
か
ら
埋
め
込
ま
れ
て

い
て
、
歳
を
経
る
ご
と
に
少
し
ず
つ
表
に

出
て
く
る
。
学
校
で
習
っ
た
か
ら
と
い
っ

て
一
代
で
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。 

味
覚
は
発
達
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ

く
ま
で
も
あ
ら
か
じ
め
埋
め
込
ま
れ
た
資

質
が
歳
と
と
も
に
表
に
出
て
く
る
と
い
う

性
格
の
も
の
で
あ
る
」
と
解
説
さ
れ
る
。 

少
な
く
と
も
三
代
以
上
前
か
ら
続
く
生

粋
の
大
阪
人
で
、
大
阪
の
味
を
一
番
と
感

じ
て
い
る
筆
者
は
、
我
が
意
を
得
た
思
い

の
こ
れ
ら
の
説
明
・
解
説
に
大
い
に
納
得

し
悦
に
入
っ
て
い
る
。 

 
 

（
槇
野 

勝
・
記
） 

  

 

 

大
阪
の
食
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